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小規模多機能ホームぎおんの家 重要事項説明書 

 

 当事業所はご契約に対して指定小規模多機能型居宅介護サービスを提供します。事

業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意していただきたいことを次の

とおり説明します。 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定さ

れた方が対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でもサービス

の利用は可能です。 

 

1.事業所 

  （１）法人名      宮崎医療生活協同組合 

  （２）法人所在地    宮崎市大島町天神前 1175番地 3 

  （３）電話番号     (0985)23-7168 

  （４）理事長名     遠藤 豊 

  （５）設立年月日    平成 2年 1月 19日 

 

2.事業所の概要 

  （１）事業所の種類   指定小規模多機能型居宅介護事業所 

  （２）事業所の目的   住み慣れた地域で生活するために、介護保険法令に従い

利用者が自宅で可能な限り暮らし続けられるような生活

の支援を目的として、「通い」「泊まり」「訪問」サービス

を柔軟に組み合わせてサービスを提供します。 

  （３）事業所の名称   小規模多機能ホームぎおんの家 

  （４）事業所の所在地  宮崎市祇園３丁目１９５番地 

  （５）電話番号     (0985)61-7720 

  （６）管理者 氏名    串間 伸悟 

  （７）運営方針     利用者一人ひとりの人格を尊重し、住み慣れた地域で

の生活を継続することができるよう、地域住民との交

流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状

況や希望及びその介護家族の状況を踏まえて、通いサ

ービス、訪問サービス、宿泊サービスを柔軟に組み合

わせることにより、地域での暮らしを支援します。 

  （８）開設指定年月日  平成 27年 7月 1日 

  （９）登録定員     29名 

              （ 通 い サ ー ビ ス 定 員 1 8 名  宿 泊 サ ー ビ ス 定 員 8 名 ） 

  （10）居室等の概要  当事業所では、以下の居室、設備をご用意しています。 

宿泊サービスを利用される際の居室は個室です。 

（ただし、ご契約者の心身の状況や居室の空き状況によ

りご希望に添えない場合があります） 

 



居室・施設の種類 室数 備  考 

宿
泊
室 

洋室 8室 1部屋あたり面積 8.75㎡ 

   

合計 8室 全室個室 

居間・食堂 居間及び食堂の合計面積 64.25㎡ 

台所 27.5㎡ 

浴室 普通浴槽 

消防設備 自動火災報知機、スプリンクラー、誘導灯、消火器等を設置 

その他 地域交流室等 

※上記は、厚生労働省が定める基準により、指定小規模多機能居宅介護事業所に必置

が義務付けられている施設設備です。 

 

3.事業実施地域及び営業時間 

 （１）通常の事業の実施地域  宮崎市（日常生活圏域大淀、大塚、大塚台 

生目台、小松台、赤江、木花、青島、佐土原、 

清武、田野、高岡地区は除く） 

     ※なお、送迎時間も参考にさせていただきます。 

 （２）営業日及び営業時間 

営 業 日 365 日 

通いサービス 概ね 9 時～16 時 

訪問サービス 24 時間随時 

宿泊サービス 概ね 16 時～8 時 

※受付、相談については、通いサービスの営業時間と同様です。 

 

4.職員の配置状況 

 当事業所では、ご契約者に対して指定小規模多機能型居宅介護サービスを提供する

職員として、以下の職種の職員を配置しています。 

＜主な職員の配置状況＞※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

従業者の職種 常勤 非常勤 指定基準 職務の内容 

1．管理者 1人  1人 事業内容調整 

2．介護支援専門員 1人  1人 サービスの調整・相談業務 

3．看護職員 ２人  利用者 3に

対して 1 

健康管理等医務常務 

4．介護職員 11人 4人 日常生活の介護・相談業務 

＜主な職種の勤務体制＞ 

職  種 勤務体制 

1．管理者 勤務時間：8：30～17：30 

2．介護支援専門員 勤務時間：8：30～17：30 

3．看護職員 主な勤務時間：7:30～16:30、8：30～17：30、10:00～19:00 

4．介護職員 
主な勤務時間：7:30～16:30、8：30～17：30、10:00～19:00 

夜間の勤務時間：16：30～9：30 



5.当事業所が提供するサービスと利用料金 

 当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。 

 当事業所が提供するサービスについて、以下の 2つの場合があります。 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合 

（介護保険の給付の対象となる場合） 

（２）利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合 

（介護保険の給付対象とならない場合） 

 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第 4条参照）＊ 

 以下のサービスについては、利用者の介護負担割合に応じた金額（自己負担額）を

除いた金額が介護保険から給付されます。ア～ウのサービスを具体的にそれぞれどの

ような頻度、内容で行うかについては、ご契約者と協議の上、小規模多機能型居宅介

護計画に定めます。 

 

＜サービスの概要＞ 

ア 通いサービス 

  事業所のサービス拠点において、食事や入浴、排泄等の日常生活上の世話や機能

訓練を提供します。 

 ①食事 

・ 食事の提供及び食事の介助をします。 

・ 調理場で利用者が調理することができます。 

・ 食事サービスの利用は任意です。 

②入浴 

・ 入浴または清拭を行います。 

・ 衣服の着脱、身体の清拭、洗髪、洗身の介助を行います。 

・ 入浴サービスの利用は任意です。 

③排せつ 

・ 利用者の状況に応じて適切な排せつの介助を行うとともに、排せつの自立につ

いても適切な援助を行います。 

④機能訓練利用者の状況に適した機能訓練を行い、身体機能の低下を防止するよう 

努めます。 

⑤健康チェック 

・ 血圧測定等利用者の全身状態の把握を行います。 

⑥送迎サービス 

・ ご契約者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎サービスを行います。 

・ ただし、複数のご契約者が同じ時間帯をご希望された場合、距離が遠い等のた

めに困難な場合は、自己送迎していただくこともあります。 

イ 訪問サービス 

・ 利用者の自宅にお伺いし、食事や入浴、排せつ等の日常生活上の世話や機能訓

練を提供します。 

・ 訪問サービス実施のための必要な備品等（水道・ガス・電気を含む）は無償で



使用させていただきます。 

・ 訪問サービスの提供にあたって、次に該当する行為はいたしません。 

①医療行為 

②ご契約者もしくはその家族等からの金品の授受 

③飲酒、喫煙 

④ご契約者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動 

⑤その他契約者もしくはその家族等に行う迷惑行為 

ウ 宿泊サービス 

・ 事業所に宿泊していただき、食事、入浴、排せつ等の日常生活上の世話や機能

訓練を提供します。 

 

＜サービス利用料金＞ 

通い・訪問・宿泊の介護保険対象分すべてを含んだ一ヶ月単位の包括費用の額 

 利用料金は 1ヶ月ごとの包括費用（定額）です。 

 下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保

険給付費額を除いた金額（自己負担額）をお支払いください。（サービス利用料は、

ご契約者の要介護度に応じて異なります。 

●基本料金（単位） 

【小規模多機能型居宅介護】（１月につき） 

基本サービス 要介護状態 単位数 

同一建物居住者以外の

物に対して行う場合 

要介護１ １０，４５８単位 

要介護２ １５，３７０単位 

要介護３ ２２，３５９単位 

要介護４ ２４，６７７単位 

要介護５ ２７，２０９単位 

同一建物居住者に対し

て行う場合 

要介護１ ９，４２３単位 

要介護２ １３，８４９単位 

要介護３ ２０，１４４単位 

要介護４ ２２，２３３単位 

要介護５ ２４，５１６単位 

☆ 月ごとの包括料金ですので、契約者の体調不良や状態の変化等により、小規模多

機能型居宅介護計画に定めた期日よりも利用が少なかった場合、または小規模多

機能型居宅計画に定めた期日よりも利用が多かった場合であっても、日割りでの

割引または増額はいたしません。 

☆ 月途中から登録した場合または月途中から登録を終了した場合には、登録した期

間に応じて日割りした料金をお支払いいただきます。なお、この場合の「登録日」

及び「登録終了日」とは、以下の日を指します。 

登 録 日……利用者が当事業所と利用契約を結んだ日ではなく、通い、訪

問、宿泊のいずれかのサービスを実際に利用開始した日 

   登録終了日……利用者と当事業所の利用契約を終了した日 

☆ ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を



いったんお支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金

額が介護保険から払い戻されます（償還払い）。償還払いとなる場合、ご契約者が

保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供説明書」

を交付します。 

☆ ご契約者に提供する食事及び宿泊に係る費用は別途いただきます。 

☆ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者

の負担額を変更します。 

 

【短期利用居宅介護の場合】（１日につき） 

基本サービス 要介護状態 単位数 

短期利用居宅介護費 要介護１ ５７２単位 

要介護２ ６４０単位 

要介護３ ７０９単位 

要介護４ ７７７単位 

要介護５ ８４３単位 

＊利用の開始にあたっては７日以内です。なお利用者の日常生活上の世話を行う家族

等の疾病等やむをえない事情がある場合は１４日以内です。 

 

【各種加算費】（単位） 

初期加算 ３０（１日につき） ※３０日まで 

認知症加算（Ⅱ） ８９０ 

認知症加算（Ⅲ） ７６０ 

認知症加算（Ⅳ） ４６０ 

看護職員配置加算（Ⅰ） ９００ 

看取り連携体制加算 ６４（１日につき） ※３０日まで 

総合マネジメント体制強化加算（Ⅰ） １，２００ 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ７５０ 

介護職員処遇改善加算（Ⅰイ） 総単位数×１７．１％ 

 

同一建物減算等 

 同一建物減算等の適用を受ける利用者の区分支給限度基準額の管理は、当該減算を

受ける者と受けない者との公平性の観点から、減算の適用前（同一建物に居住する者

以外の者に対して行う場合）の単位数を用いる。 

 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス 

 以下のサービスは、利用料金の全額が自己負担となります。 

 

＜サービスの概要と利用料金＞ 

ア 食事の提供（食事代） 

  ご契約者に提供する食事に要する費用です。 

    朝食：300円 昼食：600円 夕食：500円 



イ 宿泊に要する費用 

  ご契約者に提供する宿泊サービスの宿泊に要する費用です。 

    一泊あたり 2,200円  ※2024.6.1～ 

ウ おむつ代 

基本的にはご自宅で使用されているものを持ち込んでいただきますので、その場

合は、おむつ代は発生しません。 

エ レクリエーション、活動 

  ご契約者のご希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加していただくこ

とができます。利用料金：材料代、入園料、入場料等の実費を頂きます。 

オ 複写物の交付 

  ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を

必要とする場合には実費をご負担いただきます。 

  1枚につき   10円 

カ その他 

  経済状況の著しい変化やその他やむ得ない事由がある場合、相当な額に変更する

ことがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行

う 2ヶ月前までには説明いたします。 

 

（３）利用料金のお支払い方法 

   前記（１）（２）の料金・費用は、1ヶ月ごとに計算し次のいずれかの方法でお

支払いください。 

①口座引き落とし 

  ②事業所での現金支払い（利用翌月の末日までにお願いします） 

 

（４）利用の中止、変更、追加 

☆ 小規模多機能型居宅介護サービスは、小規模多機能型居宅介護計画に定められ

た内容を基本としつつ、契約者の日々の様態、希望等を考慮し、通いサービス、

訪問サービス、宿泊サービスを組み合わせて介護を提供するものです。 

 

☆ 利用予定日の前に、ご契約者の都合により、小規模多機能型居宅介護サービス

の利用を中止または変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができ

ます。この場合には原則としてサービスの実施日の前日までに事業所に申し出て

ください。 

 

☆ 介護保険の給付対象となるサービスについては、利用料金は 1 ヶ月ごとの包括

費用（定額）のため、サービスの利用回数等を変更された場合も 1 ヶ月の利用

料金は変更されません。 

ただし介護保険の給付対象外のサービスについては、利用予定の前日までに申

し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、取消料として下

記の料金をお支払いいただく場合があります。ただし、ご契約者の体調不良等

正当な事由がある場合は、この限りではありません。 



利用予定日の前日までに申し出があった場合 無料 

利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 当日の利用料金（全額負担） 

☆ サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼動状況により契約者

の希望する日時にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者

に提示して協議します。 

 

（５）小規模多機能型居宅介護計画について 

小規模多機能型居宅介護計画サービスは、利用者一人ひとりの人格を尊重し、住み

慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への

参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、

通いサービス、訪問サービス、宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、地域

での暮らしを支援するものです。 

 事業者は、ご契約者の状況に合わせて適切にサービスを提供するために、ご契約者

と協議の上で小規模多機能型居宅介護計画を定め、またその実施状況を評価します。

計画の内容及び評価結果等は書面に記載してご契約者に説明の上交付します。 

 

6.苦情の受付について 

（１）当事業所における苦情の受付 

 当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

       ○苦情受付窓口  （管理者）串間 伸悟 

       ○受付時間    8：30～17：30 （毎週月曜日～金曜日） 

       ○電話番号    0985-61-7720 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

宮崎市役所 

介護保険担当課 

所在地  宮崎市橘通西 1－1－1 

電話番号 0985－21－1777 

国民健康保険団体連合会 

介護保険事務局 

所在地  宮崎市下原 231－1 

電話番号 0985－35－5111 

宮崎県社会福祉協議会 

宮崎県運営適正化委員会 

所在地  宮崎市原町 2－22 

電話番号 0985－60－0822 

 

7.運営推進会議の設置 

 当事業所では、小規模多機能型居宅介護の提供にあたり、サービスの提供状況につ

いて定期的に報告するとともに、その内容等についての評価、要望、助言を受けるた

め、下記のとおり推進運営会議を設置しています。 

＜運営推進会議＞ 

構 成：利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市町村職員、地域包括支援

センター職員、小規模多機能型居宅介護について知見を有する者等 

開 催：隔月で開催 

会議録：運営推進会議の内容、評価、要望、助言等について記録を作成する 

 



8.サービスの第三者評価の実施状況 

 事業所で提供しているサービスの内容や課題等について、第三者の観点から評価を

行っています。 

 実施の有無  有 

実施した直近の年月日    年   月   日 

第三者評価機関名 運営推進会議 

評価結果の開示状況 玄関掲示板 

 

9.協力医療機関 

 当事業所では、各利用者の主治医との連携を基本としつつ、病状の急変等に備えて

以下の医療機関を協力医療機関として連携体制を整備しています。 

＜協力医療機関・施設＞ 

和知川原生協クリニック 所在地 宮崎市和知川原２丁目２５－１ 

             TEL  0985－23－0050 

宮崎生協病院      所在地 宮崎市大島町天神前 1171 

             TEL  0985－24－6877              

青山歯科医院      所在地 宮崎市大字本郷南方石原 2040-6 

             TEL  0985－56－2337 

 

10.火災発生時の対応 

 火災発生時には、別途定める消防計画に則って対応を行います。また、避難訓練を

年 2回、契約者も参加して行います。 

 防火管理者：宇田津 智昭 

＜消防用設備＞・自動火災報知機 ・非常通報装置  ・誘導灯 ・消火器 

・非常用照明   ・スプリンクラー 

 

11.事故発生時の対応 

利用者に対する小規模多機能居宅介護の提供により賠償すべき事故が発生した場 

合には、損害賠償を速やかに行ないます。事故が発生した場合には、その原因を解 

明し、再発生を防ぐための対策を講じます。また、その事故の状況及び事故に際し 

て採った処置について記録します。 

 

12.感染対策の強化 

 事業所は、感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、感染

対策委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練を実施します。  

 

13.業務継続に向けた取り組みの強化 

 事業所は、感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的

に提供できる体制を構築する観点から、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、

訓練を実施します。 

 



14.高齢者虐待防止の推進 

 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待防止等の観点から、虐待の発生又は、その再

発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修を実施します。 

 

15.身体拘束適正化 

事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを

得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を抑制する行為は行いません。やむ

を得ず身体拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由を記録します。 

 

16.ハラスメント対策の強化（別紙 1） 

事業所は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要か

つ相当な範囲を超えたものを許容せず、必要な措置を講じます。 

利用者、または家族、身元保証人等から、事業所及び職員に対して故意に暴言・暴

力行為等の法令違反、その他著しく常識を逸脱する行為を行った場合、サービス利用

の中止、契約の解除を行う場合があります。 

 

17.サービス利用にあたっての留意事項 

○ 事業所の運営方針（別紙 2）に沿い、可能な限り自立した生活を支援しながら、そ

の人らしい生活の支援に努めてまいります。 

○ サービス利用の際には、介護保険被保険者証を提出してください。 

○ サービス利用料金の支払いが 3 ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかか

わらずこれが支払われない場合、契約解除させていただく場合があります。 

○ 事業所内の設備や器具は本来の用法に従ってご利用ください。これに反したご利

用により破損等が生じた場合、弁償していただく場合があります。 

○ 他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮ください。 

○ 事業所内での他の利用者の対する宗教活動及び政治活動はご遠慮ください。 

○ 施設内での喫煙は禁止します。 

                                 以上



小規模多機能ホームぎおんの家 重要事項説明同意書 

 

 

令和   年   月   日 

 

指定小規模多機能型居宅介護サービスの提供開始に際し、本書面に基づき重要事項の

説明を行いました。 

 

  小規模多機能ホームぎおんの家 

              

説明者氏名                 

 

私は、本書面に基づいて事業所から重要事項の説明を受け、指定小規模多機能型居宅

介護サービスの提供開始に同意しました。 

                 

（契約者） 

        利用者  住  所 

              

氏  名                 

 

 

代理人  住  所 

              

氏  名                 

続柄（     ）



（別紙 1） 

宮崎医療生活協同組合カスタマーハラスメント指針 

1，はじめに  

宮崎医療生活協同組合では「無差別・平等の医療介護」を理念とし、日々、安心・安全

な医療・介護を皆様へ提供できるよう心がけています。  

しかし、ごく一部の患者・ご家族、その関係者から常識の範囲を超えた要求や職員、他

の患者・ご家族の尊厳を傷つける言動・暴力・セクハラ、パワハラ等（以下、カスタマ

ーハラスメント＝カスハラ）が見受けられるようになりました。  

当法人では、これらはカスハラにあたるものと考え、毅然とした態度で臨み、悪質性が

高いと判断される場合には警察等の外部機関とも連携のうえ、法的措置の実施も含めて

厳粛に対応しております。  

この取り組みを通じて、より良い医療・介護を皆様に提供し続けるよう尽力して参りま

す。  

2，対象となる行為  

①利用者・家族からの要求の内容が妥当性を欠く場合  

●当法人の提供する医療介護サービスに過誤（ミス）・過失が認められない場合  

●要求の内容が、提供する医療介護サービスの内容とは関係がない場合  

②要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされる可能性が高いもの  

●身体的な攻撃（暴行、傷害）  

●精神的な攻撃（脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言）  

●威圧的な言動、土下座の要求  

●継続的な（繰り返される）、執拗な（しつこい）言動  

●拘束的な行動（不退去、居座り、監禁、長時間の電話や対応）  

●差別的な言動  

●性的な言動  

●同意のない録音や撮影など。  

●SNS（ソーシャルメディア）上での誹謗中傷や悪質な書き込み  

③職員個人への攻撃、要求  

●要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があるもの  

●交通費の請求や診療費の不払い  

●金銭補償の要求  

●謝罪の要求  

3，法人におけるカスタマーハラスメント対応姿勢  

医療や介護は「患者・利用者と医療者・介護者の信頼関係」が前提で成り立つものです。

上記に示したカスハラ行為は、その基礎となる「信頼関係」の喪失や破綻を招くことと

なります。  

当法人では患者・利用者・ご家族。その他関係者から被害を受ける恐れがある場合や実

際に被害にあったと判断した場合、受診や利用のお断りや中止をさせていただくことも

ございます。さらに悪質な場合は警察への通報や、弁護士等のしかるべき機関に相談す

る等厳正に対処します。



（別紙 2） 

当事業所の運営方針 

1，自立支援について 

身体的及び精神的な機能の回復を最大限に図り、可能な限り自立した生活を支援しな

がら、その人らしい生活の支援に努めてまいります。 

2，当施設の職員体制と健康管理について 

・安全に快適に暮していただけるよう最大限努力いたしております。ただし、お一人お

一人と片時も離れない介護や見守りは不可能です。ご理解いただきますようお願い致

します。 

・当施設は生活の場であり、医療機関ではないため治療はできません。主治医等の指示

の下、看護職員や介護職員にて、可能な範囲で処置などは行います。 

・健康状態が急変した場合、事業所の判断で病院へ緊急搬送を行う場合があります。 

・急に具合が悪くなった場合など、必ずしも職員の対応が図れるとは限りません。ご家

族に対し、救急搬送の付き添いや、医療機関受診などの対応をお願いする場合もあり

ます。 

3，高齢者の特性について 

・筋肉組織の量（筋肉量）と筋力の低下に伴い、歩行時の転倒やベッドや車椅子等から

の転倒・転落等の事故が起き、骨折・外傷、頭蓋内損傷となる場合があります。 

・骨粗鬆症や骨量の減少によって骨が脆くなり、寝返り、咳やくしゃみによっても骨折

する恐れがあります。また、車椅子への移乗や横臥時の体位交換など、通常の介助全

般でも容易に骨折する恐れがあります。 

・皮膚が薄くなり、弾力性が低下し、少しの摩擦でも表皮剥離が起きやすくなります。 

血管弾性の低下などにより血管が脆くなり、軽度の打撲であっても皮下出血が起きや

すくなります。 

・加齢や認知症の症状により、水分や食物を飲み込む力が低下し、誤嚥・誤飲・窒息の

危険性が高くなります。 

・総入れ歯に近い大きな義歯なども誤って飲み込んでしまう場合があります。 

・常用薬の使用により、出血、血圧や血糖値の変動が生じやすくなる場合があります。 

・加齢に伴った脳や心臓の疾患等により、病状が急変して急死・突然死される場合があ

ります。 

・上記の高齢者の特性による死亡、ケガ、疾患、誤嚥及び窒息等については、当施設と

して責任を負いかねますので、ご理解いただきますようお願いいたします。 


